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提  案  理  由 

 

報告第１号 

 専決第５号 

委任専決処分をしたものについて 

 損害賠償の額を定め和解することについて 

 

  理  由  本件は、公用車の事故に係る損害賠償の額を定め和解すること

について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の

規定により専決処分したことに対し、同条第２項の規定により報

告するものである。 

【事故の概要】 

令和３年８月４日、公用車で養父市尾崎地内の国道９号線を運

転中、ハンドル操作を誤り視線誘導標に衝突し、破損させたもの 

■損害賠償の額 9,443円 

■過失割合 市の過失100％ 

 

報告第２号 

 専決第１号 

委任専決処分をしたものについて 

 損害賠償の額を定め和解することについて 

 

  理  由 本件は、公用車の事故に係る損害賠償の額を定め和解すること

について、地方自治法第180条第１項の規定により専決処分した

ことに対し、同条第２項の規定により報告するものである。 

【事故の概要】 

令和３年11月21日、養父市大屋町中間地内で大屋方面隊特設第

４分団が火災防御訓練中に消防車両を後進させた際、目測を誤り

民家のブロック塀に衝突し、破損させたもの 

■損害賠償の額 154,000円 

■過失割合 市の過失100％ 

 

承認第１号 

 専決第２号 

専決処分したものにつき承認を求めることについて 

 令和３年度養父市一般会計補正予算（第８号）の専決処分につ

いて 

 

  理  由 本件は、今冬の積雪に伴う除排雪作業量の増により予算に不足

が生じる見込みのため、養父市一般会計予算について補正措置を

する必要が生じたが、市議会を招集する時間的余裕がなかったの

で、「令和３年度養父市一般会計補正予算（第８号）」を地方自治

法第179条第１項の規定により、専決処分したことに対し、同条

第３項の規定により承認を求めるものである。 

 

議案第１号 令和４年度養父市一般会計予算 
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議案第２号 令和４年度養父市国民健康保険特別会計予算 

 

議案第３号 令和４年度養父市養父歯科診療所特別会計予算 

 

議案第４号 令和４年度養父市後期高齢者医療特別会計予算 

 

議案第５号 令和４年度養父市介護保険特別会計予算 

 

議案第６号 令和４年度養父市水道事業会計予算 

 

議案第７号 令和４年度養父市下水道事業会計予算 

 

  理  由 上記７議案は、令和４年度の予算を定めるため、議会の議決を

求めるものである。 

 

議案第８号 令和３年度養父市一般会計補正予算（第９号） 

 

  理  由 本件は、新型コロナワクチンの３回目接種を前倒しして実施す

るために必要な経費を補正するものである。 

 

議案第９号 養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、市の職員が公務遂行中の過失により、禁固刑以上の刑

に処せられた場合、情状を考慮して特に必要と認めたときは失職

させないことができる規定を設けている。この規定に、通勤途上

の過失を加えるため、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和４年４月１日からである。 

 

議案第10号 養父市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由 本件は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者

の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律（令和

３年法律第58号）が令和４年４月１日から施行されることを踏ま

え、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和４年４月１日からである。 

 

議案第11号 養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、附属機関の委員等の報酬について、兵庫県の最低賃金
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及び但馬各市町の報酬を勘案し、報酬額の見直しを行うため、所

要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和４年４月１日からである。 

 

議案第12号 養父市基金条例及び養父市自然を活かした健康づくり推進条例

の一部を改正する条例の制定について 

 

  理  由  本件は、令和３年10月に「養父市総合計画」と「まち・ひと・

しごと・ふるさと養父市創生総合戦略」を一体化した「養父市ま

ちづくり計画」を策定したことに伴い、本条例で使用しているこ

れらの字句を「養父市まちづくり計画」に改めるよう、所要の改

正を行うものである。 

 なお、施行日は、公布の日からである。 

 

議案第13号 養父市附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 

  理  由  本件は、議案第12号と同様、養父市まちづくり計画の策定に伴

う改正を行うほか、新たな附属機関として、「養父市の地域医療

を守り育てる基本方針策定委員会」及び「養父市教育のあり方検

討委員会」を設置するため、所要の改正を行うものである。 

 なお、施行日は、公布の日及び令和４年４月１日からである。 

 

議案第14号 養父市消防団員の定員、任免、報酬、服務等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 

  理  由 本件は、消防庁において、消防団員の報酬等の基準が策定され

たことを踏まえ、所要の改正を行うものである。 

なお、施行日は、令和４年４月１日からである。 

 

議案第15号 養父市大屋生活支援ハウス設置及び管理条例を廃止する条例の

制定について 

 

  理  由  本件は、大屋生活支援ハウスについて、令和３年３月末から入

居者がいない状態であることから、本条例を廃止しようとするも

のである。 

 なお、施行日は、令和４年４月１日からである。 

 

議案第16号 養父市地域ふれあいの家設置及び管理条例の一部を改正する条

例の制定について 

 

  理  由  本件は、口大屋ふれあいの家について、利用者の減少に伴い、
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平成21年４月からふれあいの家の機能を休止していることから、

所要の改正を行うものである。 

 なお、施行日は、令和４年４月１日からである。 

 

議案第17号 市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その２）請負契約の変更に

ついて 

 

  理  由  本件は、市道小路頃鹿倉口線他道路改良工事（その２）に係る

請負契約を変更したいので、養父市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（平成16年養父市条例第57

号）第２条の規定により、議決を求めるものである。 

 

議案第18号 市道路線の廃止について 

 

議案第19号 市道路線の廃止について 

 

議案第20号 市道路線の廃止について 

 

議案第21号 市道路線の廃止について 

 

議案第22号 市道路線の廃止について 

 

議案第23号 市道路線の廃止について 

 

  理  由 上記６路線は、道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項

の規定により、市道路線を廃止するため、同条第３項において準

用する同法第８条第２項の規定により、議決を求めるものであ

る。 

 

議案第24号 市道路線の認定について 

 

議案第25号 市道路線の認定について 

 

議案第26号 市道路線の認定について 

 

議案第27号 市道路線の認定について 

 

議案第28号 市道路線の認定について 

 

議案第29号 市道路線の認定について 

 

議案第30号 市道路線の認定について 
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  理  由  上記７路線は、道路法第８条第１項の規定により、新たに市道

として認定するため、同条第２項の規定により、議決を求めるも

のである。 

 

同意第１号 

 

教育長の任命につき同意を求めることについて 

 

  理  由  本件は、教育長の任命について、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定によ

り、議会の同意を求めるものである。 

【任期】 

 令和４年５月29日から令和７年５月28日まで 

 

同意第２号 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

 

  理  由 本件は、教育委員会の委員の任命について、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により、議会の同意

を求めるものである。 

【任期】 

令和４年４月１日から令和７年５月28日まで 

 

同意第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

同意第５号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

同意第６号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて 

 

  理  由 本件は、現在の固定資産評価審査委員会の４人の委員の任期

が、令和４年５月31日に満了となることから、地方税法（昭和25

年法律第226号）第423条第３項の規定により、委員の選任につい

て、議会の同意を求めるものである。 

【任期】 

令和４年６月１日から令和７年５月31日まで 

  

 

 


